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災5月訂日 月例会於 医 師 会 館 午 後8.∞ 労働組合法、労働陶係調整法、労働基準法を

@報告事項 (1)県代議員会互助会支部長会 労働3法とぶふ。乙れら 3法の概略!ま次の過

議について (2)乳児検診について (3)予 りであるの

防接持について (4)山口県医学会につい

て (5)忠者調査について (6)休日述絡綱

について (7)光化学スモッグ緊急時対策

について (8)社保出張受付について

@協議事項三rn医師会合同役員会の議題

について

5月幻自 税務に関する研究会於医師会

館午後7.∞
@品帥 山崎光税務署長、宿本上席凶税

調有官、小野上席因説調査官、小窒秘

情同税調査官

@内科 税の正しい理解と税を知る習慣、

自主記帳、自主申告による市作納税制

度の定着、青色申告の利点、向色申告

との比較、国定資産税、相続税、贈与

写についての解説があった。

6月10日理事会於医師会館午後 7.30

@協ilh'fi:.Jtl (1)山口県眼科医会について

(2)医師会費規則及び基金規則について

(;j)労働法の研修について (4)弘立国民の

所偶について

@報告事項 (1)昭和田年度忠告-凋任施設に

ついては)会員の表彰についてゆ)福祉

担当用事協議会について(J:':j橋理'}，:)

(4)諸会の開催 1イj呼吸器疾患凋先制当理

卓協議会 1ロ)医師協同組合連絡協議会

(1) 労働組合法

1921"f.以降数次にわたり労働組合法制

定の動さがあったが不成立に終わり、 1 9 

4 5年米初めて制定された。当初は公務tl

をも包合する広範な閉結権を認めていたが、

1 9 4 9年全面改正された(法 174号)現

行法!二、労働組合を自主的、恒久的な労働

条件の維持改善その他経済的地位の向上を

図る間体と胤定し、不当労働行為の然止、

労働~品会による救済、 労働協約(有効期

@ 

閥 3年)、労働委員会、罰則について定め

ている。不可労働行為の救済以外は、労働

委員会による糾合認定がなければ、本法へ

の参加はできないとされている。守r誠品援

のため 19 4 6年労働同係調整法が実馳さ

れ、公誌が浜iζ強制調停の途がl泊かれ、!

日48 {f.公共の他祉の名の下に公務1"1の争

議雄、凶体交捗権がはく奪され、 1949 

年公共企業体等労働関係法iとより公社、現

菜の争油精iが否定され、 19 5 2年には労

働同総掲経法』ζ挺急調護制度が以り人れら

れるなど、労働組合への国家の介入は酬改

強化されてきた。

(2) 労働基準法

戦前のわが凶の労働保護立法であった工場

法にかわり、 19 4 7年、法49号として制

定された労働条件を規制する基本法。工場

法の前近代的な内容を改め国際益準(たと
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えば8時間制、過休制など)が盛り込まれ

たの適用は同居続展、家事使用人のみを使

用する事業所をのぞき、ほとんどの事業所

に迦用される。本法はその原則jとして、労

働者が人たるに値する生活を常むための必

要を前たす労働条件の確立、労使対等、労

働者の均等待遇、男J.cl同一労働問一賃金、

強制労働の然止、中間搾取の排除、公民権

行使の保佑をあげ、労働契約、賃金、労働

時間、休，組、休日および年次有給休暇、安

全および衛生、女Fおよび年少者、技能者

の義成、災;lf補償、就業規則、寄宿者、監

督娩|刻、:刊則につき、それぞれ別章で基準

を設定している。しかし労働時聞にしても

労使協定による延k、4.i昼間4日休日制な

ど例外の*J忍か多く 、監督官の入手不足に

よる実廠状況の確認の困難など問題があり、

また今日の凶際次冷ュからみて、その内容は

低位にあるといえる。

(3) 労働関係調整法

労働組合法と相まって、労働関係の公正な

凋轄をはかり、労働争議を予防または解決

して、労使の、F和をはかり、もって経済の

輿l絡に資するととを同的に 19 4 6年、 法

2 5 ~~.として制定され、 労働委員会による

争誠のあっせん、調停、仲裁、公益事業や

大規模な争議行為が国民経済の通行、国民

生活に支持ありと判断される場合における

総理大臣の緊急調終の決定権(中央労働委

員会が炉決にあたる)と、その争議行為の

中止などを決めている。
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光市医師会休日連絡綱
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I ye凶術院~I長江地区

在'ぢ医必 f.j1¥事'/. 1 ~_ 
I r 1 ¥ LIiJ本医錠→竺':;'.It!!C!S.

1 I→ l大野医 院， I > Jt中*~臥J::' ニ汁

的医 ¥ ↑i f wd医ト光井地灰
、休!'I<1iよ， ¥ 

↑ 吋'bí .\b:外村→~街地区
小的医院

0在宅医(2名)が協Jりし林、松村、大

野医院(不イEの場作は光中央病院)の

やjれかへ連絡する

0前年iが不能の以合は在宅医より直接各

医療機関へ述絡する

C臼眠、祭[1の崎、呼出し 31叫通絡は医

師会よりの連絡

豆 辞 典

労働衛生

(Occuqational Hea! th) 

1 9 5 0年、 1L UとWhOの共催による

労働儒生会iL1会において、労働衛生の理念

を「あらゆる肱業の労働者の肉体的、精神

的および社会的の位以をできるだけISJい水

準にまで哨進し、剥E持する乙と、労働条件

によって起こりうる似雌障官を医学的に予

防する乙と、1以場にある1T"&1.iI話闘fから

工乍的』ζ保議する乙と、生出的、心理的資

質ILl起する労働条件下で働きうるように配

以し、それを維持させる乙と、要約すれば、

作業を入閣に、また人1mを作業に適応させ

るととであるJと定aしている。わが同の

実的は鹿用労働者を対象と考える場合が多

く、労働法準法、労働安全衛生法規で扱わ

れる労働省の保健衛生問題をその内容とし

ているの
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ぽ去一会 、コ jレ フ
}山 口銀行杯 5. 1 8 於柳井c.c.

井原先生(市民病院)緑友会長杯優勝につづき連続優勝
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氏 名 Out 1 n GRoSS HDP Net Rank 

[(1 日l 55 5 3 108 20 88 B B 
一

河内山 5 1 5 3 1 0 4 2 3 8 1 6 
一 一ー 一

守 国 4 8 4 7 95 1 7 7 8 4 
ー. 一

井 fh! 5 1 5 3 104 28 7 6 優

l福 本 68 68 136 10 

藤 村 44 4 4 88 1 2 I 76 2 

ト?井 50 49 9 9 20 ! 7 9 5 
ー 十

ff 4 6 43 89 1 3 7 6 3 
卜

tr凪I 5 4 52 106 2 5 8 1 7 

MJ 橋|57 5 4 2 5 86 8 

.. 

あとがき メミと共lζ 早朝の散Jかを裂しむ。 木だねしづまった

静かさの中IC:14i にぬれたアジサイの.{Eが美しい。

心鯵かな一向。

梅雨Il?;や前山lζ主:納まらず

AF 2が食品に添加きれて味が変わり 、発縦性を

指鏑されて使用然止と なり、再び味が変わった。

今附1mとなっているのは学校給食Ic:添加 されてお

るL ーリジンである。発泌性のベ ンツバイレ ンが

虚子

析出されて安全性が問題となっておる。学校庭と

しての立場上からも全く無関心と云ふわりにもゆ

くまい。

亦Lーリジンが医薬品としても使用されてお る点

よりして、原生省や文$i'iの早急な結造をせま ら

れるだろ う。科学と文明の進歩の裏にさまぎまな

問題が生まれ、作1とも滋っさのない世の中である。
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